
資料 3 

入会金・会費に する規 (案) 

（目 的） 

第１  この規 は、一般社団法人ソサエタルデザイン研究所（以下「本研究所」という。）
定 第 6 に定 ら た本研究所の会員に いて、定 第 8 の規定に基 入会金
及び会費の 入に し 要な事項を定 る のとする。 
 

（入会金） 
第 2  入会金は しない。 
 
（会費） 
第 3  入会を さ た会員は入会が さ た年 以後、 年会費を 入しな

ならない。 
２ 年会費は会員の 別に て下記の各号のとおりとする。 

(1) 人の 会員  10,000  
(2) 団 の 会員   一  40,000 、 2 以上 
(3) 人の賛 会員  一  10,000  
(4) 団 の賛 会員  一  40,000 、 2 以上 

３ 入会時・ 会時の年会費は入 会の時 によら 上記の額とする。 
 
（会員の ） 
第 4  会員は次の を することがで る。 
(1) ーリングリストに 録し、 ール等による情報 を る。 
(2) 本研究所が 催、 催する研究会、 ミ ー等に 料金で参加で る。た し、団

の会員に いては、 の 用を１ あたり 2名までとする。 
(3) 本研究所が会員に 定して する資料等（データ、ソ ト アを 、 及び

）を 用で る。 
(4) 本研究所が一般に する資料等を 料金で 用で る。 
(5) 上記の 、会員 の に する 要な事項は、理事会の決議により別に定 る。 
 
（  ） 
第 5  この規 は、 要と た場合、社員総会の決議により することがで る。 
 



（  則） 
第 4  この規 の に し 要な事項は、理事会が別に定 る のとする。 
 

 則 
この規 は、令和 5 年 3月 5日より する。（令和 5年 3 月 5 日社員総会議決） 
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